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貌
晋
南
北
朝
時
代
を
、
ど
の
よ
う
な
時
代
と
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
時
代
区
分
の
問
題
と
も
閥
漣
し
、
む
つ
か
し
い
課
題
で
あ
る
。
我
が
闘
で

は
周
知
の
通
り
、
こ
の
時
期
を
中
世
と
し
て
捉
え
る
所
謂
京
都
皐
涯
と
、
こ
の

時
代
は
依
然
と
し
て
古
代
で
あ
る
と
す
る
歴
研
涯
と
が
、
大
き
く
料
開
立
し
て
い

る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
後
漢
・
三
園
の
聞
に
祉
舎
の
第
化
を
認
め
る
か
認
め
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
先
ず
、

歴
研
源
な
ど
で
古
代
帝
園
と
し
て
同
次
元
で
捉
え
る
、
漢
王
朝
と
唐
王
朝
と
の

比
較
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
西
嶋
定
生
氏
の
い
う
、
漢
も
唐
も

「各

各
が
特
殊
具
程
的
な
構
造
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
、
同
じ
く
基
本
的
に
は
古
代

社
舎
の
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
」
(
鈴
木
俊
・
西
嶋

定
生
編
「
中
園
史
の
時
代
底
分
」
東
京
大
祭
出
版
舎
、
一
九
五
七

所
収
。
西

嶋
定
生
「
中
園
古
代
社
舎
の
構
造
的
特
質
に
関
す
る
問
題
慰
」
)
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
が
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
南
北
朝

時
代
プ
ロ
パ

l
の
研
究
が
も
っ
と
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
歴
研
源
で
は

土
地
問
題
な
ど
二
・
三
の
問
題
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
一
般

に
い
っ
て
こ
の
時
代
の
研
究
が
少
し
手
薄
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
中
閣
の
皐
界
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
が
。

さ
て
、
最
近
我
が
園
で
は
二
つ
の
南
北
朝
史
の
事
著
が
出
版
さ
れ
た
。
一
つ

は
宮
崎
市
定
博
土
の
「
九
品
官
人
法
の
研
究

l
l科
事
前
史
」
(
東
洋
史
研
究

叢
刊
之
一
一
九
五
六
)
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
宮
川
倫
志
博
士
の
「
六
朝
史

研
究
政
治
・

祉
舎
篇
」
(
皐
術
振
興
舎
一
九
五
六
)
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

南
北
朝
時
代
の
制
度
・
社
舎
に
つ
い
て
徽
密
に
論
ぜ
ら
れ
た
雄
篇
で
あ
る
が
、

特
に
宮
崎
博
土
の
も
の
は
、
第

一
編
緒
論
に
「
漢
よ
り
唐
へ
」
、
第
三
編
絵
論

、

に
「
再
び
漢
よ
り
唐
へ
」
と
い
う
副
題
が
附
け
ら
れ
て
い
て
、
漢
と
唐
と
は
別

の
原
則
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
と
の
見
解
が
、
そ
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
方
唐
代
ま
で
を
古
代
と
す
る
考
え
の
立
場
か
ら
は
、
南
北
朝

の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
木
村
正
雄
氏
の
「
中
園
の
古
代
専
制
主
義

と
そ
の
基
礎
」
(
歴
史
拳
研
究
一
二
七
競
一
九
五
八
)
が
最
近
の
問
題
作
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
中
園
の
古
代
-
ア
イ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
基
礎
構
造
は

直
接
個
別
的
人
身
支
配
(
木
村
氏
は
こ
れ
を
人
頭
的
支
配
と
呼
ぶ
)
種
系
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
支
配
を
可
能
に
し
た
の
は
、

園
家
が
全
治
水
水
利
機
構
を
占

有
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
及
び
農
民
を
支
配
し
、
商
工
業
材
料
乃
至
商

品
の
産
出
源
と
し
て
の
山
川
簸
調
停
を
占
有
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
工
業
及

び
商
工
業
者
を
支
配
し
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
支
配

機
構
は
雨
税
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
つ
づ
い
た
」
と
し
て
、
唐
代
ま
で
の
古
代

設
を
再
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ウ
イ
ッ

ト
フ

ォ
l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て

以
来
、
し
ば
し
ば
論
争
の
題
材
と
な
っ
た
「
水
の
理
論
」
を
飛
躍
的
に
展
開
せ

し
め
た
も
の
で
、
木
村
氏
の
考
え
方
の
可
否
ほ
兎
も
角
、
中
園
古
代
史
研
究
に

大
き
な
課
題
を
投
げ
か
け
た
作
で
あ
る
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
こ
の
木
村
氏
の

提
出
し
た
問
題
を
含
ん
で
中
関
古
代
史
の
動
向
と
進
路
を
整
理
さ
れ
た
の
が
、

増
淵
龍
夫
氏
の
「
中
園
古
代
デ
ィ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
問
題
史
的
考
察
」
(
歴
史

象
研
究
二
二
七
時
肌
一
九
五
九
)
で
あ
り
、
天
野
元
之
助
氏
は
「
中
園
古
代

」
ア
イ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
諸
篠
件
」
(
歴
史
皐
研
究
二
二
三
統
一
九
五
八
)
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に
お
い
て
、
華
北
の
農
業
技
術
の
面
か
ら
見
て
、
園
家
に
よ
る
漉
翫
管
理
を
必

要
と
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
木
村
氏
の
理
論
に
反
論
を
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
木
村
氏
の
こ
の
論
文
は
、
南
北
朝
時
代
を
特
に

論
じ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
記
述
も
理
論
構
成
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
、

具
値
的
な
記
述
に
か
け
て
い
る
の
も
或
る
程
度
己
む
を
得
な
い
こ
と
で
、
こ
こ

で
こ
れ
以
上
述
へ

る
の
は
泊
蛍
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
氏
の
こ
の
輝
一
論
が

承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
問
題
を
南
北
朝
に
限
っ
て
も
、
日
六
鐙
的
な
論
詮
を
必

要
と
す
る
基
本
的
な
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
人
頭
的
支

配
に
到
す
る
具
健
的
政
策
と
し
て
、
般
国
(
漢
)
|
屯
田
(
貌
)
|
謀
回
(
晋
)

|
均
回
(
北
孤
)
を
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
家
族
の
下
に
走
っ
た
人
民
に

は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
人
頭
的
支
配
を
行
っ
た
か
。
恐
ら
く
、
関
家
が
家
族
を

湿
し
て
支
配
を
貫
徹
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
闘
家
と
貴
族

・

家
族
の
カ
閥
係
を
考
え
る
時
、
果
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
か
疑
問
な
ぎ
を

得
な
い
。
特
。に
南
朝
の
場
合
が
問
題
で
、
氏
は
江
南
は
そ
う
し
た
農
業
に
到
す

る
閤
家
的
規
整
の
契
機
を
敏
い
た
こ
と
は
認
め
て
い
ら
れ
る
し
、
荷
役
法
的
戸

等
支
配
位
制
へ
の
榔
換
も
、
こ
う
し
た
江
南
に
封
す
る
園
家
経
済
の
比
重
が
増

大
し
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
モ
メ
ン
ト
を
内
在
せ

し
め
て
い
る
南
朝
に
到
す
る
考
慮
が
も
う
少
し
緋
わ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
南
北
朝
の
時
代
性
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ

と
で
あ
ろ
、
っ
。

こ
の
外
、
最
近
の
我
が
図
の
東
洋
史
皐
界
で
は
、
川
勝
義
雄
氏
と
五
井
直
弘

氏
と
の
聞
の
前
回
操
政
憾
の
構
造
に
つ
い
て
の
論
争
、
演
口
重
一
図
氏
や
越
智
重
明

氏
の
諸
論
考
、
西
嶋
氏
の
屯
田
制
に
針
す
る
新
見
解
な
と
、
綱
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

も
の
も
多
く
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
毎
年
夜
行
さ
れ
る
史
率
雑
誌
、
そ
の

他
の
諮
雑
誌
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

一
切
省
略
さ
せ
て
頂
い
て
、
あ
ま
り

紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
中
園
に
お
け
る
最
近
の
研
究
を
取
り
上
げ
た
い
。

X

×

×

 

林
純
夫
「
閥
於
中
園
古
代
史
分
期
問
題
」
(
科
率
通
報
一
九
五
五

・
四
)

*
 

及
び
江
泉
「
関
子
中
園
歴
史
上
奴
隷
制
和
封
建
制
分
期
問
題
的
討
論
」
(
新
華

牢
月
刊
一
九
五
五
・
一
七
、
歴
史
研
究
編
集
部
編
中
園
古
代
史
分
期
問
題
討

論
集
三
聯
謡
庖

一
九
五
七
所
収
)
、
蕩
伯
質
「
閥
於
中
園
歴
史
分
期
的

ホ

ネ

問
題
」
(
東
洋
史
研
究
十
四
・
四
一
九
五
六
)
ら
に
よ
る
と
、
中
闘
に
は

本
義
ホ

最
近
古
代
史
の
時
代
底
分
に
つ
い
て
三
つ
の
意
見
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

恭一林
甘
泉
「
中
園
の
歴
史
に
於
け
る
奴
隷
制
批
舎
と
封
建
制
批
舎
の
時
代
区

分
に
つ
い
て
の
論
争
」
(
人
民
中
闘
一
九
五
六

・
九
)
は
こ
の
露
で
あ
る
。

常
事
こ
れ
は
前
期
氏
が
一
九
五
五
年
来
朝
し
た
際
の
講
演
の
原
稿
で
「
中
園
史

の
時
代
匪
分
の
問
題
に
つ
い
て
」
(
鈴
木

・
西
嶋
編
前
掲
番
所
収
)
は

そ
の
認
で
あ
る
。

後
後
*
中
園
に
於
け
る
時
代
医
分
論
に
つ
い
て
は
、
内
藤
戊
申
氏
の
「
東
洋

史
の
時
代
区
分
諭
」
(
愛
知
大
祭
文
皐
合
同
女
暴
論
議
第
十
輯

・
第
十

一

瞬
一
九
五
四
、
一
九
五
五
)
・
「
中
園
史
分
期
論
に
闘
す
る
姥
醤
」
(
同

特
輯
統
一
九
五
七
)
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
一
々
註
記
し

な
か
っ
た
が
、
本
稿
は
こ
れ
ら
に
よ
る
所
が
多
か
っ
た
。

第
一
は
西
周
よ
り
封
建
時
代
に
入
る
と
い
う
設
、
第
二
は
西
周
は
未
だ
奴
隷

祉
舎
で
、
戦
闘
時
代
が
、
奴
隷
制
吐
舎
か
ら
封
建
祉
舎
へ
移
っ
て
い
っ
た
時
期

で
あ
る
と
す
る
設
、
第
三
は
漢
代
も
奴
隷
制
杜
舎
で
、
後
漢
末
に
出
皮
革
期
を
認

め
る
設
で
あ
る
。
何
れ
の
設
に
よ
る
に
せ
よ
、
南
北
朝
時
代
が
封
建
制
時
代
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
繁
り
は
な
い
。
し
か
し
第
三
の
設
は
比
較
的
新
し
い

*

*

*

 

設
で
、
中
闘
で
も
未
だ

一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
最
近
か

な
り
こ
の
涯
の
人
の
論
文
が
見
ら
れ
る
の
で
、
中
園
の
歴
史
皐
界
の
展
望
と
し
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て
も
、
や
や
餐
則
的
か
も
知
れ
な
い
が
、
敢
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ホ
か
つ
て
祉
曾
史
論
戦
が
華
や
か
な
り
し
頃
、
陶
希
聖
に
よ
っ
て
、
三
園
以

後
中
世
設
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

ネ
*
畢
校
の
品
以
皐
方
針
と
し
て
は
第
二
の
設
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
(
歴
史

研
究
一
九
五
六

・
十
)

さ
て
こ
の
第
三
の
設
に
属
す
る
人
と
し
て
、
林
氏
は
、
童
書
業
・
王
仲
畿
を
、

江
氏
は
街
鍛
・
王
仲
畿
を
奉
げ
て
い
る
。
こ
の
中
、
童
・
王
爾
氏
は
山
東
大
串

に
、
向
氏
は
人
民
大
皐
に
属
す
る
人
で
あ
る
こ
と
が
先
ず
注
意
さ
れ
る
。

童
書
業
氏
の
設
は
前
記
内
藤
戊
申
氏
の
「
東
洋
史
の
時
代
医
分
論
」
績
の
方

に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
見
ら
れ
た
い
が
、
そ
の
後
童
氏
は
こ
の
立

*T 

場
を
捨
て
て
、
第
一
の
立
場
に
襲
っ
て
し
ま
っ
た
(
宋
錫
民
寸
山
東
大
拳
歴
史

系
中
園
古
史
分
期
問
題
的
討
論
」
歴
史
研
究

一
九
五
七
・
八
)
。

*
こ
れ
は
ソ
聯
の
ド
ゥ
ヴ

γ
氏
が
、
か

つ
て

は
三
園
以
後
封
建
設
を
取
り
な

が
ら
(
岡
本
三
郎

「
中
園
に
お
け
る
古
代
の
成
立
と
崩
壊
に
つ
い
て
の
一

考
察
」
歴
史
夢
研
究
一
五

O

一
九
五

O
)
、
一
九
五
七
年
の
園
際
オ

リ
エ

ン
タ
リ

ス
ト
合
議
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
漢
代
は
封
建
的
務
関
係
が
支
配

的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
・主
張
す
る
の
と
(
杉
村
社
三
謬
「
西
漢
時
代
の
祉

舎
経
済
制
度
に
つ
い
て
L

東
洋
史
研
究
十
七
・

ニ
一
九
五
八
)
撲
を一

に
す
る
。

王
仲
肱
平
氏
の
意
見
は
「
関
子
中
園
奴
隷
祉
曾
的
瓦
解
及
封
建
関
係
的
形
成
問

題
」
(
女
史
哲
一
九
五
六
年
三
・
四
・
五
歴
史
研
究
部
編
前
掲
書
所
収
)

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
王
氏
は
中
園
の
封
建
祉
舎
は
貌
晋
の
頃
よ
り
始
ま
り
、

こ
れ
に
先
行
す
る
夏
よ
り
東
漠
ま
で
が
奴
隷
祉
舎
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
奴

隷
枇
舎
を
戦
闘
を
境
と
し
て
ニ
つ

の
時
期
に
分
け
て
い
る

。
こ
の
論
文
は
量
的

に
も
随
分
長
く
、
そ
の
取
扱
う
時
代
の
備
も
夏
よ
り
貌
血
固
ま
で
に
庚
が
っ
て
い

る
の
で
、
東
漢
末
獲
革
期
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
。

王
氏
は
漢
代
を
奴
隷
制
が
愛
達
し
た
時
期
と
考
え
る
。
し
か
し
生
産
力
の
設
展

の
結
果
、
奴
隷
制
は
生
産
力
の
設
展
を
阻
害
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
土
地
所

有
者
は
奴
隷
に
自
分
の
土
地
を
耕
作
さ
す
こ
と
を
や
め
て
、
政
府
の
課
す
重
い

負
櫓
に
苦
し
ん
で
、
そ
の
結
果
波
落
し
て
い
っ
た
農
民
に
土
地
を
租
給
し
て
耕

作
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
農
民
は
農
奴
化
し
、
一
方
奴
隷
は
逆
に
上
昇
し
て
農

奴
化
し
た
。
斯
く
て
矛
盾
に
お
ち
入
っ
た
奴
隷
制
祉
禽
は
、
資
巾
の
飢
等
の
農

民
反
飢
が
起
っ
て
溺
壊
し
て
し
ま
い
、
封
建
的
関
係
が
表
面
に
現
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
最
初
封
建
土
地
所
有
者
は
漢
帝
閣
の
官
僚
や
商
人
出
身
者
が
多
か

っ
た
。
所
で
彼
等
封
建
土
地
所
有
者
が
父
家
長
的
色
彩
を
波
厚
に
し
て
い
る
の

は
、
中
園
に
は
遅
く
ま
で
、
氏
族
制
度
が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
後
漢
滅

亡
後
立
て
ら
れ
た
貌

・
呉
・
局
三
閣
の
内
で
は
、
萄
は
最
も
遅
れ
た
祉
舎
に
属

し
、
呉
に
お
い
て
最
も
封
建
形
態
が
裂
展
し
て
い
た
。
そ
れ
は
呉
が
屯
回
客
を

家
族
に
賜
興
し
て
(
復
客
制
)
、
彼
等
の
封
建
貴
族
化
を
助
け
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
針
し
貌
は
封
建
制
へ
の
過
渡
的
な
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
貌
が
世
家

家
族
大
地
主
勢
力
を
、
一
方
で
は
抑
墜
せ
ん
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
と
れ
と

安
協
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
貌
の
屯
田
制
は
、
軍

屯
は
勿
論
、
民
屯
に
お
い
て
も
軍
事
的
束
縛
が
強
く
、
負
携
も
重
い
も
の
で
、

隷
農
形
態
の
生
産
組
織
で
あ
る
。
貌
を
亡
ぼ
し
た
晋
は
完
全
に
封
建
園
家
で
あ

っ
た
。
晋
は
屯
田
を
駿
止
し
て
、
関
有
の
土
地
に
は
占
団
法
を
賞
施
し
た
が
、

占
国
民
に
謝
す
る
政
府
の
支
配
形
式
は
、
大
土
地
所
有
者
と
農
奴
の
関
係
と
同

じ
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
中
園
は
貌
晋
時
代
よ
り
封
建
時
代
に
入

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
同
じ
く
山
東
大
撃
の
張
維
華
氏
の
設
を
紹
介
す
る
と

A

張
氏
は
春
秋
時

代
ま
で
を
奴
隷
杜
舎
と
し
、
戦
園
・
爾
漢
時
代
が
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
の
過
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渡
期
で
、
三
園
貌
晋
時
期
に
封
建
制
が
成
熟
し
た
と
い
う

(「
論
自
鞍
園
初
年

至
東
渓
末
年
是
中
間
歴
史
上
白
奴
隷
制
過
渡
到
封
建
制
的

一
個
時
期
」
女
史
哲

一
九
五
七

・
三

女
史
哲
殻
刊
第
二
瞬

「中
園
古
史
分
期
問
題
論
叢
」

中
薬
害

局

一
九
五
七
所
収
)。

張
氏
は
漠
代
の
大
土
地
所
有
者
の
経
営
と
、
関
家
が

閤
有
の
土
地
に
施
行
し
た
阪
田
制
が
、
そ
こ
に
働
く
農
民
を
農
奴
化
し
封
建
制

を
怪
胎
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
蛍
時
の
生
産
力
の
向
上
に
適
合
す
る
と
い
う
。

つ
ぎ
に
街
鉱
を
は
じ
め
と
す
る
人
民
大
皐
の
人
遂
の
論
に
移
る
。
街
氏
に
は

「中
関
歴
史
綱
要
」

(人
民
出
版
社

一

九

五
凶
)
が
あ
る
。
そ
の
中
で
は
向

氏
は

「古
代
史
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
未
だ
よ
く
分
っ
て
い
な
い
か
ら
そ
れ

に
は
筋
れ
ず
具
鐙
的
な
隆
史
事
質
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
」
と
し
て
、
は
っ
き

り
と
彼
の
時
代
区
分
論
を
表
面
に
打
ち
出
し
て
い
な
い
が
、
だ
い
た
い
封
建
時

代
は
三
閣
よ
り
始
る
と
い
う
惣
定
の
も
と
に
記
述
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

人
民
大
撃
か
ら
は
先
に
王
思
治

・
杜
文
凱

・
王
汝
盟

「欄
干
雨
淡
枇
合
性
質
問

題
的
討
論

l
l
粂
許
薮
伯
賛
先
生
的

『
関
子
雨
漢
的
官
私
奴
抑
問
題
』
|

|
」

(
歴
史
研
究

一
九
五
五
・
一
)
が
出
て
漢
代
奴
隷
設
を
提
出
し
、
一

連
の
論

争
を
ま
き
起
し
た
が
、
最
近
、
同
大
間
学
歴
史
研
究
室
は

「中
園
奴
隷
制
経
憐
形

態
的
片
断
探
討
」

「中
関
封
建
経
済
関
係
的
若
干
問
題
」
(
三
聯
諮

庖

一

九

五
八
)
の
二
部
の
書
を
出
し
描世
代
奴
隷
杜
舎
、
三
園
以
後
封
建
枇
禽
設
に
つ

い

て
の
論
文
を
集
め
化
。
前
者
は
時
代
的
に
言
え
ば
漢
代
ま
で
を
扱
っ
た
も
の
な

の
で
こ
こ
に
は
溺
れ
な
い
が
、
山
間
銭
は
序
文
で
漢
代
奴
隷
祉
曾
設
を
確
認
し
て

い
る
。
後
者
は
獄
晋
南
北
朝
間
係
の
も
の
三
篇
、
唐
代
の
も
の
三
篇
、
元

・
明

・
清
の
も
の
各
一

篇
計
九
篇
よ
り
成
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
最
初
の
三
篇
に
つ

い

て
の
紹
介
を
行
う
。

ω岬
附
徳
深

「論
一
関
説
屯
田
制
」
こ
の
論
文
は
貌
の
屯
田
制
が
、
奴
隷
制
生

産
方
式
の
瓦
解
と
封
建
制
生
産
方
式
誕
生
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
。
後
漢
時
代
に
生
産
カ
が
上
昇
し
、
奴

隷
制
生
産
開
係
は
生
産
力
を
設
展
さ
す
上
で
の
極
措
と
な
る
と
、
こ
の
奮
い
生

産
関
係
と
新
し
い
生
産
カ
の
矛
盾
は
茨
巾
の
飢
と
な
っ
て
爆
裂
し
、
奴
隷
制
社

舎
を
破
擢
し
、
封
建
的
な
生
産
関
係
が
打
ち
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
具
践
的
な
表

現
が
屯
田
制
で
あ
る
。
屯
田
制
は
箪
屯

・
民
屯
を
問
わ
ず
、
主
要
な
生
産
手
段

は
闘
家
の
所
有
に
鯖
し、

関
家
は
生
産
者
を
土
地
に
縛
り
着
け
た
。
こ
う
し
て

闘
家
と
屯
国
民
と
の
関
係
は
封
建
地
主
と
農
民
の
欄
係
と
な
っ
た
。

一
方
ぞ
れ

と
併
行
し
て
大
土
地
所
有
者
の
荘
園
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と

も
に
貨
幣
経
済
が
表
え
て
い
く
が
、
こ
れ
は
封
建
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う

し
た
下
部
構
造
の
鑓
化
が
上
部
構
造
に
影
響
し
て
、
法
律

・
道
徳

・
哲
皐

・
慈

術
も
鑓
化
し
た
。

一
方
、
呉
・
萄
は
依
然
奴
隷
制
末
期
に
停
滞
し
て
い
た
た
め

滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
晋
が
貌
に
代

っ
た
時
、
中
関
全
土
に
封
建
制
が
確
立
し
た
。

ω羅
明
「貌
皿
日
南
北
朝
時
期
生
産
関
係
的
鑓
化
」

こ
の
人
は
現
在
の
中
園
で

は
封
建
制
の
成
立
を
も
っ
と
も
お
そ
い
時
期
に
お
い
て
い
る
人
か
と
恩
わ
れ
る
。

緩
氏
は
三
J
四
世
紀
を
過
渡
期
と
考
え
て
い
る
。

「
後
漢
末
預
巾
の
飢
以
後
、

中
園
枇
禽
に
は
大
き
な
袋
化
が
起
り
、
奴
隷
制
生
産
は
破
壊
さ
れ
、
自
給
自
足

の
小
山
政
経
済
が
設
展
し
、
貨
幣
経
済
は
衰
え
、
自
然
経
済
が
盛
ん
と
な
っ
た
。

し
か
し
三
園
以
後
に
も
、
な
お
奴
隷
制
は
残
っ
て
お
り
、
封
建
制
が
完
成
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
三
園
以
後
の
数
百
年
の
聞
に
生
産
力
は
緩
慢
に
で
は
あ

る
が
橋
大
し
、
封
建
閥
係
の
設
展
に
寄
興
し
だ
。
ま
た
政
府
は
、

そ
の
占
有
し

て
い
る
土
地
と
傍
働
者
を
獲
保
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
そ
の
努
力
は
少
し
も
効

果
が
な
く
、
土
地
は
絶
え
ず
封
建
主
の
荘
園
に
入
り
、
自
由
小
農
民
は
封
建
主

の
下
に
投
じ
て
農
奴
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
絶
え
ざ
る
戦
争
と
、

重
い
賦
役
・
筏

役
に
よ
っ
て
加
速
度
的
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
奴
隷
は
兵
土
に
嘗
て
ら
れ

(渓
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奴
蛍
兵
)
る
か
、
或
は
直
接
解
放
さ
れ
る
か
し
て
農
奴
と
な
っ
た
。
か
く
て
三

園
以
後
数
百
年
を
経
て
中
閣
の
封
建
制
は
成
熟
の
段
階
に
入
っ
た
。

制
張
耀
租
「
北
貌
土
地
制
度
」
こ
れ
は
均
田
制
の
寅
施
は
拓
政
族
が
民
族

土
地
所
有
制
か
与
封
建
土
地
所
有
制
に
繁
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
均
田
制
を
拓
政
族
の
歴
史

の
渡
展
の
結
果
と
見
る
説
は
、
同
じ
く
こ
の
書
に
収
め
ら
れ
た
郭
士
浩
「
唐
代

的
荘
園
」
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
郭
氏
は
「
均
田
制
が
北
貌
に
始
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
中
閣
の
封
建
土
地
所
有
制
が
よ
り
高
度
に
設
展
す
る
際
に
経
る

正
常
な
制
度
で
は
な
く
、
拓
政
部
の
祉
禽
端
技
展
段
階
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
。

以
上
三
園
以
後
封
建
枇
曾
設
を
論
じ
た
幾
つ
か
の
論
考
の
内
容
を
紹
介
し
た
。

筆
者
の
葬
挙
か
ら
、
分
り
に
く
い
勲
も
多
士
め
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
論
文
の

組
み
立
て
方
は
何
れ
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
生
産
力
の
進
歩
、
大
土
地
所
有

の
褒
達
、
自
由
小
農
民
の
農
奴
化
、
奴
隷
制
と
の
矛
盾
、
封
建
制
の
成
立
と
い

っ
た
一
つ
の
園
式
を
も
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奴
舛
と
あ
れ
ば
、
す
ぐ

奴
隷
で
あ
る
と
す
る
よ
う
に
概
念
が
固
定
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で
或
は
こ
う
い

う
こ
と
を
言
う
と
言
い
過
ぎ
で
、
本
質
を
外
れ
た
議
論
と
の
誹
を
受
け
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
こ
う
い
っ
た
園
式
を
ど
こ
に
あ
て
は
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
封

建
時
代
の
始
り
は
ど
こ
に
で
も
動
き
そ
う
な
の
で
、
或
い
は
日
本
の
歴
研
涯
と

同
じ
唐
代
ま
で
古
代
奴
隷
設
を
言
う
人
が
出
な
い
と
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

政
治
や
文
化
は
上
部
構
造
で
、
い
わ
ば
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

が
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
歴
史
は
矢
張
り
下
部
構
造
の
み
で

は
説
明
し
つ
く
せ
な
い
、
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
な
お
一
層
綜

合
的
な
考
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
漢
J
三
園
の
時

代
を
と
っ
て
も
、
地
方
家
族
の
夜
達
と
地
方
分
権
化
、
思
想
・
文
皐
・
塞
術
上
の

舞
化
な
ど
、
な
か
な
か
激
し
い
も
の
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
寧
ろ
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
唐
長
鶏
氏
mm
業
績
に
注
目
す
べ
き
黙
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
氏
の
「
貌

晋
南
北
朝
史
論
叢
」
(
三
聯
書
庖
一
九
五
五
)
な
ど
を
讃
む
と
、
そ
の
一
々

の
論
考
の
可
否
は
さ
て
お
き
、
こ
の
時
代
を
も
っ
と
綜
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す

る
行
き
方
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
唐
氏
は
武
漢
大
皐
の
数
援
で
、
現
在
の
中
園
で

*
 

は
殆
ん
ど
唯
一
の
南
北
朝
史
の
専
門
家
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
に
は
前
述
の
著

作
の
外
に
、
「
三
至
六
世
紀
江
南
大
土
地
所
有
制
的
設
展
」
(
上
海
人
民
出
版
批

一
九
五
七
)
が
あ
り
、
論
文
と
し
て
は
「
南
朝
的
屯
・
邸
・
別
竪
及
山
調
停
占
領
」

(
歴
史
研
究
一
九
五
四
・
三
)
「
活
長
生
奥
巴
民
嬢
局
的
関
係
」
(
同
一
九

五
四
・
四
)
「
均
田
制
度
的
産
生
及
其
破
嬢
」
(
同
一
九
五
六
・
二
)
が
あ
る
。

*
東
洋
史
研
究
文
献
類
自
を
み
る
と
戦
前
は
元
代
に
関
す
る
研
究
が
多
い
。

唐
氏
は
、
漠
代
を
と
の
よ
う
な
祉
舎
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
だ
い
た
い
漢
末
を
愛
革
期
と
考
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
所
で
氏
の
構
想
の
特
徴
は
、
呉
ー
東
晋
1

南
朝
に
中
園

封
建
制
の
完
結
践
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
勅
で
あ
る
。
東
漢
以
来
、
土
地
制
度

史
の
上
か
ら
見
る
と
、
時
代
は
封
建
大
土
地
所
有
制
の
設
展
へ
と
向
っ
て
い
た
。

南
北
と
も
根
本
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
鐙
的
な
愛
展
過
程
は
、
南

北
で
は
異
っ
て
い
る
。
南
方
で
は
大
土
地
所
有
制
は
直
線
的
に
後
達
し
た
が
、

北
方
で
は
大
き
く
迂
回
し
て
い
る
。
即
ち
南
方
で
は
大
土
地
私
有
が
端
技
達
し
た

が
、
北
方
で
は
北
貌
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
闘
家
が
最
高
の
土
地
所
有
者
と
な

っ
て
封
建
大
土
地
私
有
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
(
=
一
至
六

世
紀
江
南
大
土
地
所
有
制
的
裂
展
)
。
ま
た
唐
氏
の
呉
よ
り
封
建
制
が
始
る
と

す
る
設
の
も
う
一
つ
の
擦
り
所
は
、
宗
部
に
刑
判
す
る
解
樟
な
の
で
あ
る
。
氏
は

こ
の
時
代
の
史
料
に
見
ら
れ
る
宗
部
と
は
宗
族
を
核
心
と
す
る
武
装
組
織
で
、

こ
う
し
た
組
織
は
私
有
財
産
が
侵
犯
を
受
け
ぬ
よ
う
に
保
護
し
、
起
義
を
防
止

し
鎮
座
す
る
外
、
政
府
の
無
隈
の
調
端
技
、
と
く
に
径
役
の
調
裂
を
防
ぐ
の
を
毘
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的
と
し
た
。
呉
も
こ
う
し
た
宗
部
の
一
つ
で
、
幾
つ
か
の
宗
部
を
連
合
し
、
敵

到
す
る
宗
部
を
打
敗
っ
て
建
国
し
た
。
こ
れ
は
貌
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、

呉
は
更
に
宗
族
聞
に
そ
の
利
盆
を
分
配
す
る
た
め
に
、
領
兵
制
と
復
客
制
を
施

行
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
特
殊
な
分
封
制
度
で
、
南
北
朝
の
封
建
門
閥
制
度
の
原

型
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
孫
呉
建
園
及
漢
末
江
南
的
宗
部
輿
山
越
貌

晋
雨
北
朝
史
論
叢
所
収
)
。

こ
れ
に
劃
し
て
は
賀
昌
謀
、
が
「
閥
子
宗
族
、
宗
部

的
商
椛

|
l許
墾
田
南
北
朝
史
論
叢
」
(
歴
史
研
究
一
九
五
六

・
十

こ

を

渡
表
し
て
康
氏
の
設
を
反
駁
し
て

「
宗
部
と
は
宗
族
部
曲
の
意
で
、
家
強
地
主

階
級
の
武
装
組
織
を
指
す
。
唐
氏
は
宗
族
と
、
西
漠
末
に
勃
興
し
た
封
建
家
族

門
閥
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
、

宗
族
は
古
代
の
血
縁
並
に
地
縁
関
係
で
構
成

さ
れ
て
い
る
氏
族
共
同
惜
の
残
徐
で
、
漢
代
に
は
分
解
し
て
し
ま
っ
た
。
呉

-

刺
酬
の
基
琳
聞
が
そ
う
し
た
古
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
う
し

た
論
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
尿
族
の
組
織
や
政
治
開
係
を
具
般

的
に
考
察
し
て
行
く
芽
が
生
れ
れ
ば
と
思
、
つ
次
第
で
あ
る
。

以
上
で
、

本
稿
を
終
る
が
、
こ
の
時
代
の
土
地
制
度
に

つ
い
て
の
幾
つ
か
の

論
文
ゃ
、
鼠午術

・
宗
教

・
文
化
の
論
考
、
特
に
新
中
園
成
立
後
設
達
し
た
考
古

率
的
な
設
掘

・
調
査
の
報
告
等
、
胸
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
一
切
省
い
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
御
詫
び
す
る
。
最
後
に
こ
の
時
代
に
つ
い
て
の
概
設
を
事
げ
て
結

び
と
し
た
い
。

活
文
測
「
中
園
通
史
簡
編
修
-
訂
本
第
二
編
」
(
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

徐
徳
麟
「
三
闘
志
講
話
」
円
牽
聯
出
版
社

一
九
五

五
)

何
蕊
全
「
貌
普
南
北
朝
史
略
」

(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

斡
園
磐
「
北
朝
経
済
試
探
」
(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

加
且
昌
翠

「漢
唐
開
封
建
的
園
有
土
地
制
輿
均
田
制
」
(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五

八
)

(

狩

野

直

積

)

均
田
制
の
崩
壊
と
農
民
叛
飢
を
め
ぐ

っ
て

南
北
朝
の
分
裂
の
時
代
に
績
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
惰
唐
の
統
一
帝
園
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

唐
宋
の
拙
皮
革
を
如
何
に
と
ら
え
る
か
と
い

う
こ
と
に
欄
漣
じ
て
、
時
代
匿
分
論
の
上
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
度
々
論
ぜ
ら
れ

て
来
た
こ
と
で
あ
る
。

東
洋
史
の
時
代
匝
分
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
内
藤
戊
申
氏
が
「
東
洋

史
の
時
代
区
分
諭
」
(
愛
知
大
翠
文
与
論
議

九
、
一
一

。

一
九
五
四
、

五
五
)

に
於
い
て
撃
説
史
的
展
望
を
試
み
ら
れ
、
更
に
「
中
園
史
の
時
代
区
分
論
展
望
」

(
史
林
四
一

l
て
一
九
五
八
)
に
も
準
設
史
的
展
望
を
さ
れ
て
居
ら
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
細
部
に
わ
た
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
ざ
け
た
い
と
思
う
。
け
れ
と

も
、
述
諭
の
都
合
で
、
大
ま
か
な
素
摘
を
し
て
お
く
と
、
内
藤
虎
次
郎
氏
が
、

惰
唐
時
代
を
貴
族
政
治
の
時
代
の
下
限
と
し
、
宋
以
後
を
濁
裁
政
治
の
時
代
と

す
る
時
代
医
分
を
た
て
ら
れ
、
宮
崎
市
定
氏
に
よ
っ
て
、
ヨ

l
ロ
y

パ
世
界
の

ほ
か
に
、
西
ア
ジ
ア
世
界
と
い
う
一
つ
の
高
度
の
文
化
を
も
っ
た
歴
史
世
界
を

考
え
、
ヨ

ー
ロ

ッパ

世
界
、
西
ア
ジ
ア
世
界
と
、
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
劉
比
に

お
い
て
、
時
代
区
分
の
基
準
を
見
出
そ
う
と
す
る
ミ
と
が
試
み
ら
れ
、
こ
こ
に

統
一
(
古
代

)
1分
裂
(
中
世

)
l再
統
一
(
近
世
)
と
い
う
共
通
の
事
象
が

抽
出
さ
れ
、
中
園
史
上
に
は
、
漢
の
統
て
六
朝
の
分
裂
、
宋
の
統
一
が
三
分

期
貼
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
京
都
皐
源
|

階
唐
時
代
を
中
世
吐
舎
の
下
限
と
認
め
る
|
と
、
前
田
直
典
氏
が
「
東
ア
ジ
ア

に
於
け
る
古
代
の
終
末
」
に
於
い
て
提
起
さ
れ
た
、
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
古
代

の
終
末
を
中
園
で
は
唐
末

・
五
代
、
日
本
で
は
卒
安
末
期
に
求
め
る
仕
方
が
、

そ
の
後
西
嶋
定
生
氏
ら
に
よ
っ
て
、
特
に
唐
以
前
に
は
奴
隷
が
相
嘗
多
く
以
後

は
佃
戸
が
支
配
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
唐
以
前
を
奴
隷
制
祉
舎
と
み
よ
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